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町
で
は
、
中
国
興
化
市
と
友
好
都
市
を
結
び
、
今
年
で

９
年
目
を
迎
え
ま
す
。

 

10
月
16
日
か
ら
20
日
の
５
日
間
、
小
丸
真
司
教
育
委
員

長
を
団
長
に
町
内
各
中
学
校
の
生
徒
と
引
率
者
合
わ
せ
て

18
名
が
、
中
国
興
化
市
を
訪
れ
、
交
流
授
業
や
上
海
市
内

の
視
察
な
ど
、
興
化
市
と
の
国
際
交
流
を
図
る
と
と
も

に
、
国
際
的
見
聞
を
広
め
ま
し
た
。

友
だ
ち
の

輪
が

世
界
に
広
が
り
ま
す

人口 約156万人（浪江町の約70倍）

面積 2,393㎞２（浪江町の約10倍）

気候

地域特性
興化市は、中国一の経済都市「上海」の北西、
江蘇省の中央に位置した広大で平坦な都市
です。近年では高速道路が整備され、以前
は7・8時間かかった上海－興化市間も4時
間ほどで行き来できるようになりました。

年間の平均気温は15度前後、
降水量は約1,000㎜前後と少な
く、温暖で住みやすい街です。

主要産業
興化市は、土地が肥沃で農業
資源も豊富にあり、国家の重
要な食糧・綿の生産基地となっ
ています。工業生産体制も整
備され、機械・電気・紡績・
医学・建材・油田・野菜加工
品などが中心となっています。

歴史

ニイ　　
ハオ

こんにち
は

こう　そ

興化市は悠久の歴史を持ち、春秋時代（紀元前770年頃）には
呉の国に属していました。著名人も多く輩出しており、水滸伝
の作者「施耐庵」、清朝時代の文学者・書画家で人間国宝にも
指定されている「鄭板橋」などがいます。
1993年、浪江町出身で当時中国日本大使館公使であった
荒　義尚氏の仲介で、中国江蘇省興化市を友好都市として推薦
されました。その後、興化市との交流が盛んになるとともに、
浪江町の国際交流の窓口としての「浪江町国際交流協会」を
1995年7月12日に発足し、国際社会の窓口として、外国と
の交流を深めるために活動しています。

すい　こ　でん

ていはんきょう

　し　たい あん
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次
世
代
育
成
支
援
対
策
推
進
法
に
よ
り
、

次
代
の
社
会
を
担
う
子
ど
も
が
健
や
か
に
産

ま
れ
、
育
成
さ
れ
る
環
境
の
整
備
を
図
る
た

め
、
国
が
定
め
る
行
動
計
画
策
定
指
針
に
即

し
て
、
地
方
公
共
団
体
・
事
業
主
が
行
動
計

画
を
策
定
す
る
こ
と
な
ど
を
定
め
た
平
成
27

年
３
月
31
日
ま
で
の
時
限
立
法
で
す
。

 

こ
れ
に
基
づ
き
策
定
さ
れ
た
「
浪
江
町
行

動
計
画
」
の
前
期
計
画
（
17
年
度
〜
21
年
度
）

の
主
な
概
要
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　コスモス保育園で行われてい
る子育て支援事業「子育てサロン」
では、笑顔輝く子どもたちがの
びのびと遊んでいました。
 そのそばには、子育ての情報
交換におしゃべりが止まらない
お母さんたちの姿があります。
 お母さんたちが望む「声」を
猪狩聡子さんに伺いました！

猪狩　聡子さん（大堀）
陽菜ちゃん（1歳）

　子育てには、小学２年と５年の子どもが積極的に手助けし

てくれるし、祖父母がいるので安心しています。

 職業柄、子育てをする職場の環境にも恵まれており、現在、

育児休暇を取得しています。職場復帰ができるということは

生活面でとても安心できます。しかし、働くお母さんのすべ

てが安心しているわけではありません。

 少子化対策という言葉をよく耳にしますが、産んで欲しい

と言うわりには、それほどの援助が得られないのが現状です。

 子どもたちに優しい環境ではないということです。

＊サポートしてくれる施設や制度の充実
＊幼い子どもたちが自由に過ごせる公園や室内の無料提供
など、課題はつきませんが、町の政策の強化に期待します。

 最後に、子育ての悩みは、みんなの悩みです。悩みやつま

ずきを一人抱え込まず、心のうちを話し合っていきましょう。

　急速な少子化の進行と子育て環境の変化により子ど
もを産み育てやすい環境づくりとして、特に合計特殊
出生率の低下、晩婚化、女性の就業率のアップ等に対
する対策が求められています。

理想とする子どもの数を産めない理由
(小学生を持つ世帯)

合計特殊出生率（平成10年から14年まで平均）
●全国…1.35%　●福島県…1.62%　●浪江町…1.80%
●平成15年の国合特出生率…1.29%

◆計画策定の背景

◆母親の就業率と世帯構成

◆浪江町の現状（ニーズ調査結果）

●経済的理由………………………62.1%
●勤めのため育児ができない……46.0%
●家庭で育児をする人がいない…39.3%
●健康面で不安……………………38.4%
●住宅の事情………………………18.5%

　調査結果は、母親の就業率が高く、経済的理由によ
り働かざるを得ない母親が多く、施設や祖父母等に頼
らざるを得ない人が多い。また、本町では、「３世代
世帯」の割合が高く、祖父母の支援を受けられる世帯
も多いのですが、祖父母も働いている人も多く全面的
な支援を受けられない世帯も少なくありません。

●母親の就業率
　①未就学児を持つ世帯…71.7%
　②小学生を持つ世帯……69.9%
●世帯構成
　２世帯（未就学……46.1%　小学生…47.2%）
　３世帯（未就学児…52.1%　小学生…52.6%）
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会・
経済情勢や国の動向の変化に適切かつ柔軟に対応ししな
がら可能な限り着実に推進するよう努めます。

◆子育て支援のための基本目標・主な施策の内容

◆事業の具体化に向けて

1．安全な妊娠・出産への支援
2．育児不安の軽減と虐待等の予防
3．子どもと母親への健康支援
4．小児医療の充実

●妊婦健康相談
●母子保健事業
●パパママ教室
●休日救急当番医体制
●児童虐待相談

1．地域社会全体で子育て家庭を支援
2．経済的支援
3．家庭生活と職業生活の充実
4．多様なニーズに合わせた保育サービ
　　ス等の充実
5．特別な援助を要する家庭への支援

●地域子育て支援センター
●延長保育事業
●一時保育事業
●奨学資金貸付
●就学援助
●第３子助成
●放課後児童健全育成
●ひとり親医療費助成

1．子どもの権利を尊重する社会風土の
　　醸成
2．子どもを見守る地域の連携
3．子どもに関する相談・支援体制の充実

●孫見守り隊活動支援
●子育てネットワーク
●各種相談体制の確立

1．多様な体験機会の拡大
2．自立を促す企画・参画型事業の充実
3．思春期の心と身体の健康づくり
4．子どもの活動を支援する環境の整備
5．魅力ある学校教育の推進

●国際交流事業
●学社融合事業
●乳幼児ふれあい体験
●体験ボランティア
●保育所の施設整備
●児童センターの整備
●地域と学校の連携

1．快適な生活空間の整備
2．子どもの安心・安全の確保
3．子育ての男女相互協力への応援

●地域安全パトロール隊
●防犯灯設置促進
●各種事業における広報啓発

主な事業など

健康福祉課福祉係
34－0227

問
TEL

基本目標 1

基本目標 2

基本目標 3

基本目標 4

基本目標 5

��������	
��������������������
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納付書に書いてある「納期限」を過ぎてしまいま
したが、この納付書で納付できますか。
納期限が過ぎても、その納付書で納めることがで
きます。その場合、遅れた日数、金額によっては
延滞金が加算されます。

納付書がありません。どのようにしたらよいですか。

納付書は、役場１階の税務課窓口にお越しいただ
ければ、再発行することができます。また、来庁
が困難な場合は、ご自宅に納付書をお送りします。

町外に住んでいるため近くに取扱金融機関があり
ません。どのようにしたらよいですか。
税務課にご連絡いただければ、郵便局で納付でき
る郵便振替用紙をお送りします。

忙しいため、なかなか納付する時間がありません。
何かよい方法はありませんか。
町税等の納付に安全・便利な口座振替をお勧めし
ます。

Q

A

Q

A

Q

A

Q

A

納付についてのQ&A

町では、納期限までに納税した多く
の皆さんとの公平を保ち、町税等の
滞納の解消を図るため、次のような
取り組みを行っています。

▲閉庁中は、役場北側玄関をご利用下さい。

入口入口はこちらです。です。入口はこちらです。
年
末
年
始
の

年
末
年
始
の

　

業
務
案
内

業
務
案
内

年
末
年
始
の

　

業
務
案
内
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入口はこちらです。

　

　森林を県民全体で守り育て、本県の恵み豊かな環境を将来
の世代に引き継いでいくため、県民一人ひとりが参画する森
林づくりに取り組む財源として、森林環境税を導入します。
 課税期間は５年間（18～22年度）とし、５年後に導入
の効果等を検証し、見直すこととしています。
◆税を納める人
県内に住所がある方、事務所、事業所、家屋敷がある方
（県民税均等割が非課税の方を除きます）

◆納める額　個人の場合　1,000円／年額
◆納税方法　個人の場合
 【普通徴収】
原則として年４回の納期（6・8・10・12月）に分けて、
住民税の納税通知書によって納めていただきます。

 【特別徴収】
６月から翌年の５月までの12回に分けて毎月の給料か
ら差し引かせていただきます。

◆税収の使い道
 ・森林との共生関係の形成

森林環境学習推進事業、森林文化復興事業、森林ボラ
ンティア総合対策事業など

 ・森林環境の適正な保全
森林環境適正管理事業、農山村活性化支援事業、森林
産業創出支援事業など

 ・市町村における森林環境保全への取り組み

　税の仕組み　県庁総務部税務企画グループ
　　　　　　　　 024－521－7067
 税 の 使 途　農林水産部森林計画グループ
　　　　　　　　 024－521－7423

18年４月１日から
森林環境税を導入します

問
TEL

TEL

　

　「簡易課税制度」とは、課税売上高から簡便な方法で納
付税額を計算できる特例制度です。
 消費税の申告が必要な個人事業者のうち、前々年の課税
売上高が5,000万円以下の場合は、届け出により「簡易課
税制度」が選択できます。
 個人事業者の簡易課税制度選択の届出書は、平成17年
において新たに課税事業者となった方、平成18年におい
て課税事業者である方とも、平成17年12月31日（土）まで
に税務署に提出する必要があります。
（注）簡易課税制度の注意点
 １．多額の設備投資を行った場合などで、一般課税によ
　　り計算すれば還付となる場合でも、還付を受けること
　　はできません。
 ２．簡易課税制度を選択した場合は、２年間以上継続し
　　た後でなければ取りやめることはできません。
 振替納税制度をご利用ください

　個人事業者の消費税の納税には、安全・便利な振替納税
をご利用ください。
 手続きは、「口座振替依頼書」を税務署または、金融機
関に提出するだけですので、とても簡単です。

　相馬税務署　　0244－36－3113

個人事業者の
「消費税簡易課税制度」

問 TEL

年
末
年
始
の

　

業
務
案
内
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　この事業は、行政区の自主的活動の促進と育成
を奨励し、住民の生活環境の整備向上を目指すこ
とを目的として平成10年度より実施していまし
た「行政区活性化事業」を新たに再編しました。
 これまで以上に、住民が地域づくりに主体的に
参加し、住民が主体となった地区内環境整備事業
や地区内交流事業、スポーツ活動、施設整備等に
支援しました。
 16年度は、次のような事業が実施されました
ので、ご報告します。
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と　き 2006年1月3日（火）
サンシャイン浪江
受付9時　式典10時

問ふれあいセンターなみえ内生涯学習課　　34―2444TEL

ところ祝 成人式
成人を迎える皆さん、おめでとうございます。

成人とは、大人として社会的責任を負う節目を意味する大切な時です。

町では、皆さんの将来の活躍を期待し、祝福しています。

はたちの旅立ち
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住
宅
用
火
災
警
報
器
の
設
置
が

義
務
化
さ
れ
ま
す
　
　

■
新
築
住
宅
↓
18
年
６
月
１
日
か
ら

■
既
存
住
宅
↓
23
年
６
月
１
日
か
ら

救急車の中では、どんな処置をしているの。Q
A 傷病者の意識、呼吸、脈拍、血圧、体温、動脈血酸素飽和度や外傷等の状

態をチェックし、それぞれの状態に応じた応急処置を施します。また、既往
症（病歴）、かかりつけの病院、服用中の薬物を聴取し傷病者が心肺停止状
態であれば、心肺停止の手順に従い、
①意識の確認　②気道確保　③嘔吐介助　④呼吸の確認　⑤人工呼吸（酸素
の投与）　⑥循環サイン確認（生命徴候を確認する）　⑦心臓マッサージ　
⑧除細動（電気ショック）⑨医師の指示のもと静脈路の確保を行います。
また、交通事故など外傷がある傷病者に対しては外傷手順に従い、止血法
や骨折の固定、保温、体位管理などの救急救命処置を施します。
このように救急隊の現場活動にはそれぞれマニュアルがあり、それに従い
傷病者に対して迅速かつ安全な対応を心掛けています。

心肺停止の患者（死亡）の方も救急車で運ぶのですか。Q
A 心肺停止とは、突然の心拍や呼吸の停止によって全身の組織に酸素を供給

出来ない状態をいいます。心拍や呼吸が停止しても、心肺蘇生術により心拍
や呼吸が再開し、正常な状態に復帰することも可能であるため、明らかな死
（体幹の離脱、首の離脱、死斑、腐敗等）が無い限り救急車で救命処置をし
ながら病院へ搬送します。

各家庭にＡＥＤを置けるようにするには。Q
A 一家に一台、ＡＥＤ。

確かにそのような世の中になれば良いのですが、ＡＥＤの機器は高額なため、
一家に一台とまでは、なかなか難しいと考えています。
公共機関においては、徐々に設置され始めており、郡内には個人で購入さ
れた方もおります。
しかし、金銭的なことを考えるとやはり、各消防署で行われている普通救
命講習会を受講され確実な救命知識を身につけていただきたいと思います。

A ＡＥＤは、性能が良く誰にでも扱いやすく、心電図波形の誤解析は無いと言
われています。また、機器自体が判断し心室細動等に陥っている方以外には
除細動（電気ショック）が出来ないように設定されています。

ＡＥＤのメッセージは１パターンですか。Q

去る９月12日、富
岡町文化センター「学
びの森」で開催され
ました「双葉地方救
急フェア2005」の際
に実施したアンケート
の結果をご報告します。

※ＡＥＤ（自動体外式除細動器）
突然心臓がけいれんのような状態（心室細動）になったとき、電気ショック
を与えて除細動を行い、救命を図る機器のことです。誰にでも使用可能です
ので、機器の操作法や心肺蘇生法について学びませんか。

浪江消防署　　　34－4111申・問 TEL

消防法の改正により、住宅用
火災警報器の設置が義務付けら
れました。
設置する場所は寝室です
・父母の寝室、祖父母の寝室、
　子どもの寝室ごとに必要です。
・２階に寝室があれば階段の上
　にも必要です。
■購入方法
・ホームセンター、電気店、消
　防用設備取扱店等で購入でき
　ます。
・ＮＳマークの付いた検定品を
　購入しましょう。
＊悪質な訪問販売にご注意
消防署では訪問販売はしてい
ません。不適正な価格による高
額販売には注意しましょう。

火災発生状況
17年１月から６月にお

ける全国の住宅火災による死者
（放火自殺者等を除く）は705
人で、前年同期と比べ89人の増
加（＋14.4％）となり、データ
の存在する昭和54年以降最多と
なっています。
また、当管内（浪江町・双葉
町・葛尾村）における住宅火災
による死者（10月３日現在）は、
１名発生しています。
なお、本年の火災件数（10月
31日現在）は、15件で昨年の
30件と比べると15件減少してい
ます。

ＡＥＤの使い方に問題があったことは、今までになかったのですか。Q

A 流れてくるメッセージは傷病者の状態によって変わります。
除細動パッドを貼り付けた後、除細動器が自動で傷病者の状態を測定しま
す。そこで「除細動を実施します。ショックボタンを押してください。」と
流れたり、「ショックが不要です。」と流れたりします。最終的には「患者に
触れても大丈夫です。」と流れますのでその後にメッセージの指示に従い、
傷病者の観察を行うようになります。機種にもよりますが、まず電源を入れ
ていただければ、後は音声メッセージの通り行えば、誰にでも使えます。
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問
TEL

▲

１年間の漁船の安全と豊漁を祈願

して、請戸漁港「出初式」が行われ

ます。太平洋の海へ大漁旗にて満艦

飾した漁船が優勝船（一番船）を先

頭に100隻余りの漁船団となり、波

切りをする姿は、勇壮です。

式典からの一連の催しは、県内で

は請戸漁港のみ、また全国でも１月

２日の出初式は大変めずらしいとさ

れています。ぜひ、ご覧ください。

日時　18年１月２日（振）７時開式

産業振興課商工観光係

34－0245

豊漁と安全を祈願して

問

TEL

▲
▲

▲

▲
▲

▲

新しい年を迎えるにあたり消防団

の規律と士気の高揚を図り、一斉放水

等の訓練の成果を披露することにより、

町民の防火意識の向上に努めます。

消防団員の勇壮な姿をぜひご観覧

ください。

日時　18年１月8日（日）

９時　一斉放水訓練　掃部関堰

９時30分　閲団・分列行進

　　　　　駅前通り－新町通り

10時10分　出初式

　　　　　浪江小学校校庭

 　　（雨天時は町民第二体育館）

浪江町消防団出初式
第26回浪江町あるけあるけ初日詣

大会に参加しませんか。

開 催 日　18年１月１日（祝）

集合場所　役場正面玄関

集合時間　５時（参加賞配布）

コ ー ス

役場５時20分－雇用促進住宅－浪

江東中－幾世橋内匠町橋－右折－

泉田川堤防－請戸橋－左折－旧市

場－新市場－請戸浜６時30分

帰路時間　７時10分

ふれあいセンターなみえ内

生涯学習課社会体育係

34－3941

一年の計は元旦にあり
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　皆さんの身の回りにある楽しい話題、変

わった話題などの情報を募集しています。
総務課秘書広報係　 　34－0239

請戸川土地改良区総代に当町から27名が当選されました。

総代会では、請戸川流域農用地の改良、開発、保全という

需要な任務の最高議決機関を担います。

今後、農業基盤の改善強化を図り、生産性の向上と請戸川

土地改良区運営への活躍に期待されます。

山水純日本庭園「平和公園」にパークゴルフ場がオープンし、

10月23日、オープンを祝う落成式が行われました。

平和公園は、紺野広仲さん（南津島）が所有し、自然を生かした

安らぎの場として、多くの人で賑わうことが期待されています。

11月３日、津島地区の産業と文化を広めるため、「つし

まいきいき夢まつり」が開催されました。

当日は晴天に恵まれ、牛肉バーベキューや大釜味付ゆで

たまご1,000個の無料サービス、もちつき、露店市など、

子どもたちからお年寄りまで多くの人で賑わいました。

10月30日、町民ふれあいハイキングと大芋煮会が開催

され、親子連れなど約500名が参加し、大堀地区の名所や

旧跡、窯元巡りなどのコースをウォーキングしました。

大自然の爽快感と心地よい汗を感じてゴールした後

は、お待ちかねの芋煮会で、豚汁や焼き芋の舌鼓みを楽

しみました。
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11月12・13の両日、陶芸の杜おおぼりで、登り窯まつりが

開催されました。

窯元たちが３日３晩、焼成し焼き上がった作品約300個が観

客らの見守る中、丁寧に窯出しがされました。

登り窯は、複数の窯室が階段状に連なり、炎や煙で直接い

ぶす方法で、独特な色に焼き上がった作品となりました。

11月１日、中山間地域総合整備事業「つしま活

性化センター」が全面的にオープンを迎えました。

新たな文化の発信や、地域の活性化を図る拠点

として期待の声が高まります。

11月20日、白河市をスタートにふるさとの誇りと期待のタ

スキを背負った16名の選手が福島県庁のゴールまで走りきり

ました。

ゼッケン52をつけたランナーたちの、力強い一歩は多くの

人に勇気と感動を与えてくれました。

11月５日から３日間、サンシャイン浪江を会場に第23回浪

江町総合美術展が開催され、絵画や水墨画、工芸美術品、写真

など多種にわたる力作約400点が勢ぞろいしました。

会場では、お点前のサービスもあり訪れた人たちを楽しま

せました。

また、浪江町菊

の会の菊花展も催

され、大和田信一

会長ら会員40名が

育んだ見事な大輪

の菊が秋に彩りを

添えました。

11月25日から３日間、

新町通りをメインに十日

市祭が行われ、冬の訪れ

を告げました。

今年は県内外からＹＯＳ

ＡＫＯＩチーム約20チーム

が集まり、華麗な踊りが

披露されました。



サ
ロ
ン

報
広

にあり

まちの元気は

町
づ
く
り
は
皆
さ
ん
の
声
か
ら
始
ま
り
ま
す
。

皆
さ
ん
の
声
で
つ
く
る
広
報
な
み
え
に

皆
さ
ん
も
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

朝田　英洋　さん
（権現堂）

青年会議所では、未来に夢
を持つ子どもたちを一人でも
多く増やしたいという気持ち
から、夢を叶えていく活動に
取り組んでいます。

未来に夢持つ
 まちづくり、
ひとづくり 

先ず、笑いが第一です。それには心身共に健康でな

ければなりません。次に食事です。バランスのとれた

食事を美味に溺れる事なく腹八分目、時間をきちんと

決めてとっています。三度の食事は、一度だって抜い

た事はありません。立野中老人クラブでは、寝たっき

りの老人をなくす意味でエゴマを栽培し、成功してい

ます。エゴマには、生活習慣病に効く成分が含まれて

健康には最適の食品です。

二度とない人生です。楽しく年を重ねたいものです。

ひと

私の
健康
高野サダさん
　　（立　野）

青

きっと
だれかの力になれる

年
会
議
所
は
、
40
歳
以
下
の
青
年
経
済
人
に
よ
っ
て

組
織
さ
れ
る
ま
ち
づ
く
り
と
、
ひ
と
づ
く
り
の
団
体

で
す
。
私
た
ち
の
町
、
浪
江
に
も
社
団
法
人
浪
江
青
年
会

議
所
が
あ
り
ま
す
。

 

青
年
会
議
所
で
は
毎
年
、
環
境
問
題
や
青
少
年
育
成
事

業
、
そ
し
て
ま
ち
づ
く
り
事
業
な
ど
様
々
な
活
動
を
し
て

い
ま
す
。

 

２
０
０
５
年
度
は
、
陶
芸
の
杜
お
お
ぼ
り
に
て
、
遡
上

百
選
な
み
え
高
瀬
川
鮎
釣
り
大
会
を
開
催
し
ま
し
た
。
子

ど
も
か
ら
大
人
ま
で
の
多
く
の
参

加
者
が
集
ま
り
、
大
自
然
の
中
で

た
く
さ
ん
の
鮎
を
釣
っ
て
も
ら
い

ま
し
た
。

 

釣
り
を
し
な
い
方
は
、
大
堀
相

馬
焼
の
陶
芸
教
室
や
高
瀬
川
渓
谷

探
索
な
ど
、
こ
の
浪
江
町
の
自
然

の
素
晴
ら
し
さ
や
伝
統
文
化
を
体

験
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

 

ご
紹
介
し
ま
し
た
の
は
一
例
で

す
が
、
私
た
ち
浪
江
青
年
会
議
所

は
、
こ
の
様
な
事
業
を
通
し
て
、

次
世
代
の
た
め
に
、
自
然
や
文
化
伝
統
を
守
る
大
切
さ
、

そ
し
て
ま
ち
づ
く
り
に
お
け
る
私
た
ち
の
考
え
方
を
ご
理
解

い
た
だ
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

 

私
た
ち
青
年
会
議
所
が
考
え
る
ま
ち
づ
く
り
の
原
点
と

は
、
そ
こ
に
暮
ら
す
人
々
の
あ
り
方
が
ま
ち
の
未
来
に
つ

な
が
る
と
考
え
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
に
も
ひ
と
づ
く
り

が
大
切
で
あ
り
、
町
民
の
方
々
と
共
に
、
自
ら
の
個
性
や

能
力
を
地
域
社
会
の
中
で
十
分
に
発
揮
で
き
る
環
境
整
備

開
発
を
行
政
に
お
願
い
す
る
事
と
共
に
、
多
様
な
価
値
観

を
認
め
、
互
い
に
協
力
し
合
う
心
を
地
域
社
会
全
体
で
育

ん
で
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。

 

青
少
年
育
成
に
お
い
て
も
、
青
年
会
議
所
で
は
、
未
来

に
夢
を
持
つ
子
ど
も
た
ち
を
一
人
で
も
多
く
増
や
し
た
い

と
い
う
気
持
ち
を
持
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
に
は
、
我
々

自
ら
が
夢
を
持
ち
、
自
ら
の
体
験
を
も
っ
て
そ
の
素
晴
ら

し
さ
を
子
ど
も
た
ち
に
伝
え
て
い
く
事
が
大
切
で
あ
る
と

考
え
て
い
ま
す
。

 

子
ど
も
た
ち
に
夢
を
持
つ
素
晴
ら
し
さ
を
伝
え
、
子
ど
も

た
ち
に
人
を
思
い
や
る
優
し
い
心
や
、
物
を
大
切
に
す
る
心

を
持
て
る
様
な
人
間
に
成
長
で
き
る
よ
う
、
皆
さ
ま
と
共
に

頑
張
っ
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

�������������������
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福祉の

車いすを使用している方は、

車を乗り降りする際、車いすの

幅の分だけドアを開けなければ

ならないため（全開）、一般の

駐車スペースは利用することが

できません。このため、専用駐

車スペースは一般の駐車スペー

スより約１メートルほど広く

なっています。

最近は、十分とはいえません

が車いすマークのついた広めの

駐車スペースがいろいろな所に

設置されるようになりました。

しかし、ほんの一部の方では

ありますが、車いすマークの意

味を理解されていないのか、あ

るいは認識していても空いてい

るからといって駐車していると

いう方がいるために、とても困

惑している現状です。

この車いすマークは、車いす

を利用する方を含め、誰もが平

等に住みやすい社会になるため

のものですので、車いすマーク

駐車スぺースの意味を十分に理

解していただき、ご協力をお願

いします。

なぜ、障がい者用
　　　 （車いす専用）

駐車場が必要なのか

障がい者週間 12月3日～9日

12月９日は障がい者の日です。　

昭和56年、国際障がい者年を記念して、国連が「障がい者の権利宣言」

を採択して、12月９日に制定されたのが障がい者の日です。

また、平成７年６月に障がい者の自立と社会参加を促進して、取り巻く

課題の理解と認識を高めるために制定されたのが障がい者週間です。

昨年６月に障がい者基本法が改正され、法律の基本理

念として「障がいを理由とする差別禁止」が明記された

ことを踏まえ、内閣府においては関係省庁との連携の下、

今後の効果的な啓発内容の検討の参考にするため、国民

から「障がいについて知っておきたいこと」や「障がい

について知ってほしいこと」について内閣府が広く意見

を募集した結果をご紹介します。

「障がい障がい」の壁をの壁を
なくそうなくそう
内閣府募集結果内閣府募集結果

「障がい」の壁を
なくそう
内閣府募集結果

――障がいのある方と地域や職場など共に生活・活動していく上で、
　　障がいについて知っておきたいと思われる点

＊＊＊「障がい」について知ってほしいことの主な内容＊＊＊
――障がいのある方自身が社会生活を円滑に行う上で、周囲の方々に
　　対して知って欲しいと思われる点

＊＊＊「障がい」について知っておきたいことの主な内容＊＊＊



����

「障がい」の壁を
なくそう
内閣府募集結果

TEL

笑顔に　　をともす家光
アクセスホームさくらは、心身に障がいを持つ方が利用する作業所
です。今回は、利用者を支えるサポーターの皆さんの声をご紹介します。

「明るい笑顔、優しい心」
いつも利用者からパワーをもらい、

「今日も一日楽しかった。また、明
日も!!」と思えるような支援を心掛
けています。
時に優しく、時に厳しく、利用

者の気持ちにより添い、ともに成長
したいと思います。
これからも、小規模作業所「ア

クセスホームさくら」がさらに地域
に根づくよう、発信を続けていきた
いと思います。

サポーター

大竹　雅子さん
（西　台）

最近さくらでは、新しい仕事に
取り組み、利用者の皆さんの一人ひ
とりが意欲を持ち、自分の仕事とし
て自信を持ち作業しています。
利用者の皆さんと共に作業し、

又仕上がった製品の配達・昼休みの
運動と、とても一日が楽しく一日が
「あっという間」に過ぎていきます。
利用者の皆さまの「人に優しい

思いやり」の心を学び、「アクセス
ホームさくら」で利用者の皆さんが
日々気持ち良く笑顔で、作業の出来
る様に心掛けていきたいと思います。

サポーター

神田くに子さん
（川　添）

平成13年の開所から、サポーター
の一人として運営に参加しています。
現在、利用者14名とひまわり荘

から５名の実習生含めて19名が作
業に従事しています。
朝９時、全員が出勤して来ると、

サポーターと合わせて20数名となり、
賑やかな一日の始まりです。
最近は仕事の量も増え、忙しい

毎日が続いていますが、そんな時で
もみんな笑顔で、楽しく作業してい
ます。そんな作業所を自分なりにも、
楽しんでいます。

事 務 長

佐藤　直吉さん
（牛　渡）

除草、梅漬け、ベアリング、様々
な仕事をしてきました。仕事をくだ
さった皆さま、本当にありがとうご
ざいます。そして、現在は日立化成
さん、吉田電子さんより、仕事を頂
き毎日忙しく働いています。仕事を
通し多くの人に出会い、励ましの声
をもらい、笑顔を向けられ、さくら
のみんなが日に日に元気に自信に満
ちていく姿は嬉しい限りです。
私たちのいろんな思いの“不安”

を「やってみろ！」の一言で後押し
つけてくれる吉田電子さん、ボラン
ティアの皆さんに感謝しています。

サポーター

須賀川とみいさん
（田　尻）

障がいという個性を持って生ま
れた方々、その個性には「計り知れ
ない可能性」があります。それを生
かし「個々に合った就労」と実社会
に一人でも送り出すため「障がい者
自立と支援」の目的に依り、作業所
を開設しました。企業と地域に支え
られ順調な運営をしています。
利用者が喜んで出勤して来る「さ

くら」は私共の誇りです。私の願い
は「保護者と行政」からも喜んで戴
ける障がい者福祉の「拠点」となる
よう頑張ります。

所 長

菅原　定雄さん
（権現堂）

現在、さくらでは14名の利用者
が活動しています。企業からの御支
援、御理解を頂き、仕事にも恵まれ、
毎日はりきって、仕事に取り組んで
います。
さくらの素晴らしい所は、お互

いに協力し合って、仕事に取り組む
チームワークの良さです。一人ひと
りの個性を出し合い、認め合える素
晴らしい仲間たちです。これからも、
地域に根付いた活動をしながら、一
人でも多くの利用者が社会に巣立つ
ことができる様、支援することが、
今後の大きな課題です。

サポーター

渡邊　幸江さん
（権現堂）

アクセスホームさくらサポーターの声

－アクセスホームさくら－

アクセスホームさくら　　35－1111



問合せ
申込み
電　話
ファックス
メールアドレス
ホームページアドレス
フリーダイヤル

問

e
FAX

URL

TEL
申
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問TELURL

＋

水道修理 当番店
������������� �����������������
���������� �����	
����������
���������� �� 	 
 � ����������
���������� �	 
 � � ���������
��������� ����	
�����������
��������� �� � ����������
��������� �� � � ����������
��������� �� � � 	 
 ����������
��������� ����	
�����������
��������� ����	
�����������
�������� �� � � � ����������
�������� �� � � � ����������
�������� �������	���������
�������� �� � ����������
�������� �� � � ����������
�������� �� � � � � ����������
�������� �������	���������
�������� �������	���������
��������� �� � � 	 
���������

＋

休日歯科 診療当番医
����������� � � � � ��������������
����������� � � � � ��������������
����������� � � � � ��������������
������������������������������
����������� � � � � ��������������
����������� � � � � ��������������
���������� � � � � ��������������
���������� � � � � ��������������
���������� � � � � ��������������
������������������������������
���������� � � � � ��������������

＋ 休日診療のお医者さん
������������������������������
����������� � � ��������������
����������� � � ��������������
����������� � � � � ��������������
������������������������������
������������������	
��	�������������
����������� � � ��������������
������������������	�������������
�������������������������������
���������� � � ��������������
�����������������������������
�����������������������������
���������� � � ��������������

�� � � ������� �

�� � � � � � ������� �

�� � � � ������� �

�� � � �������� � �

�� � � � � �������� � �

��������	�
����

�����������������

＋

￥ 今月のお納めもの

9
時
〜
16
時

18
時
〜
21
時

女
性
の
方
も
お
気
軽
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

▼
場
所
　
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー
な
み
え
内

　
　
　
　
1
階
健
康
相
談
室

ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー
な
み
え
内

生
涯
学
習
課
社
会
教
育
係

34
―
2
4
4
4

問TEL

12
月
10
日
（土）

12
月
18
日
（日）

今月の結婚
相談所開設日
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�

　年末年始の食卓に飾る地元
の魚介類はいかがですか。
 たこ、ひらめ、どんこ、かれい、
ほっき、かに、かすべなど・・・
請戸港の水産物を多数、取り
揃えています。
 しかも、海の幸を浜値で販
売し、浜のお母さんが美味し
い魚料理を教えてくださいま
すので、一声掛けてみましょう。

至
福
島

●如水

GS

いこいの村
なみえ

至仙台

至いわき

●

マリンパーク
なみえ●

請戸漁港

●

セブン
イレブン

●
ホンダ
●

114

6

●

浪
江
駅

日時 12月30日（金）
　15時～

場所 請戸漁港新市場

お正月は地元のごちそうだ！
請戸夕市に行ってみよう
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風散歩

　浪江町商工会商業部会　 35－3321問 TETEL

　街中を明るく、活気のある
商店街にしようと今年の年末
にかけて、新町ふれあい広場、
ＪＲ浪江駅前にイルミネーショ
ンを設置します。町内の有志
の方のご協力とＪＲ浪江駅、
町防犯協会、観光協会、タク
シー会社、並びに町内幼稚園、
保育所のご協力を頂き、手作
りによる飾りを街中に設置し、
明るく楽しい年末を演出した
いと思います。

★★★★明るい町を彩る★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ るるる彩る彩る彩る彩る彩る彩彩彩をををを彩を彩町を町を町を町を町をるいるいるい町るい町るい町るい町るい町るるる明る明る明明明明るい町を彩る明るい町を彩る町町町明るい町を彩明るい町を彩彩彩彩るい町を彩るるい町を彩るるるるるる明るい町を彩る明るい町を彩るるるるるるるい町をるい町をいいいい町い町 るるるるるるるを彩を彩ををを明るい町を彩る明るい町を彩る町を町をををを明るい町明るい町明るい町を彩明るい町を彩明るい町を彩る★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

スクリスマク スス
ションネ シイルミネ
スススススススススマスマスマスマススススススススマスマスマススマススマススマススマスマスマスマスマスマスマスススリスリスリスリスリスリスリス ススススススススススススススリスマスリスマススススススススススクリクリクリクリクリクリクリクリクリクリクリクリククククククククククククククククククク ススススススススススマママママリリリリスマリスマククククク ススススススススススリリリリリ マママママククククククククククククククククリスマクリスマクリスマス

ンンンンンンンンンシ ンシ ンシ ンネネネ シシシションションションションネネネネ シシシネネネネーシーシーシーシネネネネネーションネーションネーションネーションネーションミネミネミネミネミネミネミネミネミネミネミミミミルミルミルミルミルミルミルミルミルミルミルミルミルミルミネルミネルルルルルルルルルルルルイルイルイルイルイルイルイルイルイルイイイイイイイイイイイイ ネネネネネミミミミミイイイイイイイイイルルルルル シシシシシ ンンンョンョンルルルルミネルミネイイイイイイイイイイイイイイイルミネーシイルミネーシ ンンンミネ ションミネ ションネネネネネイルミネーション

海と緑にふれあうまち
福島県最東端のまち　東経141度2分49秒 平成17年12月 №482

毎月1回1日発行 http://www.town.namie.fukushima.jp
koho@town.namie.lg.jp

発行・編集　福島県浪江町役場総務課
福島県双葉郡浪江町大字幾世橋字六反田7番地の2
TEL 0240-34-2111㈹　 FAX 0240-35-5352

【材　料】（２人分）

絹ごし豆腐１丁・しいたけ２個・

えのきだけ１袋・万能ねぎ適量・

Ａ［だし汁１カップ・しょうゆ小２・

豆板醤小　・しょうがのせん切り

小１］・片栗粉小２・ごま油小

【作り方】

鍋に、半分に切った豆腐、石づ

きを取って薄切りにしたしいたけ、

根元を切り、半分に切ってほぐ

したえのきだけ、Ａを加えて

火にかける。沸騰したら、弱

火で２分煮る。

小２の水（分量外）で溶いた

片栗粉でとろみをつける。

器に盛りつけ、はさみで小口

に切った万能ねぎを散らし、

ごま油をたらす。

まな
板

食生活改善推進員「にんじんの会」の皆さん

くずし豆腐の
ピリッときのこあん

1
－
2

1
－
2

資源保護のため広報なみえは再生紙を使用しております

▼
今
月
の
表
紙
　

 

津
島
の
三
匹
獅
子
舞
が
青
空
の
も
と
、
舞
い
ま
し
た
。

「
京
の
獅
子
と
田
舎
の
獅
子
、
こ
れ
の
お
庭
に
ザ
ァ
ー
と
肩
を
並
べ

た
ヤ
イ
！
」

　
東
照
大
権
現
を
氏
神
様
と
し
て
祀
り
、
三
匹
獅
子
舞
は
毎
年
、
秋

の
例
大
祭
に
合
わ
せ
て
奉
納
さ
れ
ま
す
。

　
獅
子
舞
を
披
露
し
た
の
は
、
津
島
地
区
の
小
学
４
〜
５
年
生
の
子

ど
も
た
ち
で
、
千
穂
振
り
、
火
男
、
二
匹
の
雄
獅
子
、
雌
獅
子
を
演

じ
て
い
ま
す
。

　
太
郎
獅
子
と
次
郎
獅
子
が
雌
獅
子
を
奪
い
合
う
と
い
う
、
子
孫
繁

栄
、
豊
年
祈
願
を
祈
っ
た
踊
り
で
す
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
桜
）
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